
 
                                                                     

（2026 年３月 24 日発表） 

公営住宅における水道メーターの盗難被害 

◆概要 

静岡市内の公営団地で、水道メーター24 個の盗難被害が発生しました。被害に遭ったメーターは、

いずれも入居者のいない住戸に設置されていたものです。 

※ メーターは、市が設置し、水道使用者に貸与する設備で、水道使用者が管理するものですが、

今回の事案は入居者がいない住戸で発生したもので、管理責任は市にあります。 

 

◆覚知日 2026 年３月２３日(月曜日) 

 

◆場所 ①県営東部団地（葵区瀬名一丁目）、②市営安倍口団地（葵区安倍口団地） 

 

◆これまでの経緯 

①県営東部団地（８棟３３３住戸。うち水道「未」使用住戸数３１戸） 

３月２３日 

１3 時頃  管理者（静岡県住宅供給公社）からお客様サービス課へ、水漏れ発生の連絡 

１６時頃  同管理者から L 棟及び N 棟でメーター１０個が外されているとの連絡 

１９時頃  お客様サービス課職員が警察と現場検証を実施 

２０時頃  お客様サービス課から警察に被害届を提出 

②市営安倍口団地（２８棟１０８８住戸。うち水道「未」使用住戸数５７７戸） 

３月２３日 

14 時頃   管理者（静岡市まちづくり公社）からお客様サービス課へ、水漏れ発生の連絡 

１５時頃   お客様サービス課職員が現地の２０号棟及び２３号棟でメーター１２個が外されてい

ることを確認 

１７時３０分  職員がさらに 24 号棟でメーター２個が取り外されていることを確認 

 

◆被害状況（3 月 24 日時点） 

メーター24 個 9 万 1,872 円（購入価格） 

 

◆今後の対応 

・安倍口団地内の被害状況を改めて調査したうえで、警察へ被害届を提出します。 

・静岡市では、水道使用のない建物のメーターも検針員が定期的に確認を行っています。この確認の

際に被害が確認された場合には、警察への被害届を提出します。 

 

【別紙資料等】 

有（水道メーター及び現場写真） 

【問い合わせ先】 

上下水道局お客様サービス課（上下水道庁舎３階）、担当者：秋山、廣田 

電話：０５４－270－9109 

報道資料 



添付資料 

水道メーター及び現場写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

正常に設置されている水道メーター 

水道メーターが取り外された箇所 


